
陣書者雇用連  ハローワーク   就職希雇のある陣書着の把握に努  原則として、   （把捜していない）  地域障書者職業センター、陣青春就業・生  
掃会鴎  め、障害者の就恥の促進等精対策  ハローワ⊥ク  清文捷センター、都道府県高齢・陣青書尾  

について協議するとともに、障害者  用支援協会、労働基準監督署、労災病院、  
が職業生活を送る上で抱える同職  職業能力開発校等  
点について情報交換する   

陣琶者就業・生  障青首就業。生活  東棟対象障害者が持っている問題  障害保健福  20ヰか所   ハローワーク、地域障害者支援センター  
活支援センター   支捷センター   の解決め窄めた他の関係機関の支  祉薗蟻  障害者雇用支援センター、社会相祉施殴、  

「関係機関との  塊を受けることが必重な場合、調整  特別支操学疲等  

連絡会譲」  を行う  

特別支援連携  教育委員会   教育、福祉、医療、労働等の関係機  都道府県   47か所（水道府県）  （各都道府県及び市町村）教育委艮会、  
協騰会  関の連携協力体制を構築する   市町村   ※市町村にも同様の仕   

組みの嶋離会が数多く 牧覆されている   

25   



卵 センタ「鼻糞塞  

頂．障害者就業■生活支援センターは、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上  
の相談・支援を一体的に行う事業として、平成14年の雇用促進法の改正で創設。  

2．平成19年度には全国で頂35カ所（20年度中に2⑳5カ所の予定ラ が設置・運営   

されている。  

3．障害者就業■生活支援センターが就職のための支援を行った者の就職後6ケ月  
経過後の定着率が76％（平成19年度の実績）となっており、有効に機能   
しているとともに、成長力底上げ戦略の柱の一つである就労支援戦略の重点  
戦略と位置付けられており、全ての障害保健福祉圏域への配置（354カ所）を  
進めていくこととしている。   
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就労支援の強化を図るためには、「就労移行支援」及び「就労継続支援（A型、  
B型）」それぞれの事業の目的に即した人材の育成・確保が重要。  

（参 考）  

就労支援の主な内容  

事業名   主な支援内容   配置職員   

就労移行支援  ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練  ■サービス管埋責任者  

・生産活動、職喝体験の機会の提供   ・就労支援員  

・求職活動に関する支援   一職業指導員  

・適性に応じた職場開拓   ・生活支援員  

「就職後における職場へ甲走着ための相談・支援   

就労継続支援  ・．就労の機会の提供   ・サービス管理責任者  

・生産活動の機会の環供   ・職業指導員  

・就労に必要な知識及び能力の向上の 
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現在、就労支援に携わる職員の研修としては、サービス管理責任者に対する  
研修があるのみとなっている。  

（参 考）  

就労支援に携わる職員に対する研修等  

名称   主な職務   研膵華   

サービス管理農住着   ・利用者の状態のアセスメント   rサービス管理責任者研修」  

就  
・サービス提供内容及びプ臼セスの管理   8 研修事菓者が実施（当面、都道府県自らが実施す  
－ サービス提供職員に対する技術的な指導と助言   ることも可能）   

労  t 支援内容に関する関係機関との連絡調整 等   ・3日程度（講義・演習）  

移  

くうち、1日半が共通、1日半が各専門分野（就労）  

を履修）  

行  ・適性にあった職場探し  特になし  

支  
・企幕内授産、職場実習の指導  
・就職後の職場定着支援等  

援  ・生産活動の実施  特になし   

・事業所内授産の指導等  

就  （就労移行支援に同じ）   （就労移行支援に同じ）  

労  
継  

続 支  （就労移行支援に同じ）   特になし   

接   

※ 上記のほか、生活支援員が配置されているが、要件、研修とも、特になし。  
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